
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  平成 19 年度税制改正要望 

Ｑ：来年度の税制改正の要望が出されたそ

うですが、どのような内容になっています

か？ 

 

Ａ：次のような内容の要望が出されていま

す。 

【解説】 

さきごろ、経済産業省から次のような内容

の要望書が提出されました。 

 ① 減価償却制度の抜本的見直し 

アメリカやイギリス、ドイツなどの主要国

では100%償却できることから、我が国でも

償却限度額(95%)を撤廃して、国際競争力

を強化すべきとして減価償却制度の見直

しを要望しています。 

 

②  法定耐用年数の短縮 

日本の法定耐用年数は、主要国と比較する

と長いことから資金回収面で国際的に不

利であるとして、耐用年数の短縮を図るべ

きとしています。 

③  合併等対価の柔軟化への対応 

親会社株式を対価とする三角組織再編成

が行われる場合にも、現行の適格組織再編

税制と同様の措置を講ずべきとしていま

す。 

また、中小企業庁と合同で事業承継の円滑

化を図るための「非上場株式に係る事業承継

の見直し」「種類株式の評価方法の明確化」

「相続時精算課税制度の拡充」の３点も要望

しています。 
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